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◼ 着床式洋上風力発電については、再エネ海域利用法適用対象における複数事業者の参加状況や評価結果をふ
まえ、再エネ海域利用法適用外を含め、国内の着床式洋上風力発電において一定程度の競争効果が見込まれる
ことから、2023年度から改めて入札制を適用することとした。昨年度の本委員会では、国内の着床式洋上風力発
電が競争的であることは変わらないことから、2025年度についても、同様に入札制を適用することとした。

◼ バイオマス発電については、「10,000kW以上の一般木材等バイオマス」・「全規模のバイオマス液体燃料」が2018
年度より入札制に移行しており、今回は７回目の入札となる。

◼ 今年度の入札の詳細は、昨年度の本委員会において御議論いただき決定済。具体的には、以下のとおり。

➢ 入札実施スケジュール：次のページのとおり。
➢ 上限価格：入札募集開始（2024年10月15日）までに決定し、非公表。（開札後に公表）
➢ 入札量  ：着床式洋上風力 190MW
                   バイオマス          30MW

※但し、バイオマス発電の入札に限り、低価なものから順に並べた際に30MW のラインにまたがっている入札者がいる場合、当該入札者まで落札が可能と
なるよう、最大110MW（元の入札量と合わせて140MW）まで入札容量を拡大する。

◼ 本日の委員会では着床式洋上風力第３回入札・バイオマス第７回入札の上限価格について御議論いただきたい。

着床式洋上風力 バイオマス

第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

実施時期 2020年度 2023年度 2024年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

入札対象 全規模
一般木材等：10,000kW以上

液体燃料：全規模

募集容量 120MW 190MW 190MW

一般木材等：
180MW

液体燃料：
20MW

120MW 120MW 120MW 120MW 120MW
30MW

※一定の条件
下で拡大

上限価格
34.0円/kwh
事前非公表

24円/kWh
事前非公表

事前非公表
20.6円/kWh
事前非公表

19.6円/kWh
事前非公表

19.6円/kWh
事前非公表

18.5円/kWh
事前非公表

18.0円/kWh
事前非公表

17.8円/kWh
事前非公表

事前非公表

2本日御議論いただく事項



3（参考）2024年度の入札実施スケジュール
2024年度

第20回太陽光 第21回太陽光 第22回太陽光 第23回太陽光

第4回陸上風力（・追加）
第3回着床式洋上風力

（再エネ海域利用法適用外）

第7回バイオマス

4月
入札説明会

事業計画受付(4/15)

5月
事業計画受付〆切（5/10）
事業計画審査〆切（5/24）

入札募集開始（6/3）

6月
入札募集〆切（6/14）
入札結果公表（6/21） 事業計画受付(6/24)

7月
事業計画受付〆切（7/12）
事業計画審査〆切（7/26）

8月
入札募集開始（8/5）
入札募集〆切（8/16）
入札結果公表（8/23）

9月
事業計画受付（9/24）

事業計画受付（9/2）
事業計画受付〆切（9/20）

10月 事業計画受付〆切（10/15）
事業計画審査〆切（10/29）

事業計画審査〆切（10/4）
入札募集開始（10/15）
入札募集〆切（10/28）

11月
入札募集開始（11/8）
入札募集〆切（11/19）
入札結果公表（11/26）

入札結果公表（11/5）

12月

2025年
1月

認定補正期限（1/7）
認定取得期限（1/21）

事業計画受付(1/6)
事業計画受付〆切（1/24） 事業計画受付(1/20)

2025年
2月

事業計画審査〆切（2/7）
入札募集開始（2/17）

事業計画受付〆切（2/7）
事業計画審査〆切（2/21）

2025年
3月

認定補正期限（3/10）
認定取得期限（3/24）

入札募集〆切（2/28）
入札結果公表（3/7）

入札募集開始（3/3）
入札募集〆切（3/14）
入札結果公表（3/21）

2025年
4月以降

認定補正期限（6/13）
認定取得期限（6/27）

認定補正期限（9/24）
認定取得期限（10/8）

認定補正期限（5/23）
認定取得期限（6/6）
認定補正期限（10/7）
認定取得期限（10/21）

※陸上風力発電の追加入札については、第4回陸上風力の入札容量が1.3GWを超えた場合に実施する。

陸上風力追加入札※



１．着床式洋上風力（再エネ海域利用法適用外）
第３回入札の上限価格について

２．バイオマス第７回入札の上限価格について



◼ 着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）については、 2023年度から改めて入札制を適用したところ。
今回が３回目の入札となる。

◼ 2014年度に洋上風力発電の区分が新設され、2022年の調達価格は29円/kWh。2023年６月末までのFIT
導入件数・導入容量は５件・248MWであり、いずれも再エネ海域利用法適用外。

◼ FIT認定件数・認定容量は14件・2,513MW、うち再エネ海域利用法適用外は11件・771MWとなっている
（2023年９月現在）。

5（１）国内の動向：着床式洋上風力発電のこれまでの調達価格

着床式洋上風力

2014年度
～

2019年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

調達価格 36円/kWh
入札制

(第１回 34.0円)
32円/kWh 29円/kWh

入札制
(24.0円/kWh)

入札制
（供給上限額は事前非公表）



（参考）都道府県条例・港湾法に基づく海域占用許可

鹿島港内 
＜導入エリア 約680ha (16万kW程度）＞

事業主体：株式会社ウィンド・パワー・エナジー
事業スケジュール：

2024年度 海上工事着工（予定）
2026年内 運転開始（予定）

むつ小川原港内 
＜導入エリア 約1,000ha (最大8万kW程度)＞

事業主体：むつ小川原港洋上風力開発株式会社
事業スケジュール： （未定）

福岡県北九州市沖
（導入量0.3万kW程度)
2019年に運転開始

実施主体：丸紅（NEDO実証事業）

千葉県銚子市南沖（導入量0.24万kW程度）

2017年に認定、2019年１月に運転開始

事業主体：東京電力リニューアブルパワー

富山県入善町沖（導入量 0.75万kW程度）

2018年に認定、2023年9月に運転開始

事業主体：ウェンティ・ジャパン、JFEエンジニアリ
ング、北陸電力

長崎県五島列島沖
（導入量0.19万kW程度)
2015年に認定、2016年に運転開始

実施主体：五島フローティングウィンド
パワー合同会社

石狩湾新港内 
＜導入エリア 約500ha(11.2万kW)＞

事業主体：合同会社グリーンパワー石狩
事業スケジュール：

2024年1月  運転開始

福島県楢葉町、富岡町沖（導入量3万kW程度）
2023年より環境アセスメント開始

事業主体：東京ガス

能代港内＜導入エリア 約380ha(8.4万kW)＞
秋田港内＜導入エリア 約350ha(5.5万kW)＞

事業主体：秋田洋上風力発電株式会社
事業スケジュール：

2023年1月 運転開始

北九州港内
＜導入エリア 約2,700ha（最大22万kW）＞

事業主体：ひびきウインドエナジー株式会社
事業スケジュール：

2023年3月 海上工事着工
2025年度   運転開始（予定）

秋田港

石狩湾新港

写真提供：石狩湾新港管理組合



⑰山形県酒田市沖

㉓岩手県久慈市沖(浮体)

㉖福井県あわら市沖

⑯青森県沖日本海（北側）

⑫北海道岩宇・南後志地区沖

⑭北海道檜山沖

⑤秋田県八峰町・能代市沖

⑥秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖

⑨青森県沖日本海（南側）

⑧長崎県西海市江島沖

⑩山形県遊佐町沖

⑦新潟県村上市・胎内市沖

①長崎県五島市沖(浮体)

④千葉県銚子市沖

③秋田県由利本荘市沖（北側・南側）

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

㉕富山県東部沖(浮体)

㉒青森県陸奥湾

⑬北海道島牧沖

⑪北海道石狩市沖

⑲千葉県いすみ市沖

㉙福岡県響灘沖

㉚佐賀県唐津市沖

⑱千葉県九十九里沖

⑳北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)

㉑北海道島牧沖(浮体)

㉗和歌山県沖（東側）

㉘和歌山県沖（西側・浮体）

㉔秋田県秋田市沖

⑮北海道松前沖

（参考）再エネ海域利用法の施行等の状況 7

◼ 2023年10月3日に新たに2区域（青森県日本海（南側）、山形県遊佐町沖）を促進区域に指定。

◼ 現在、上記2区域について事業者の選定評価中であり、年内を目途に結果を公表予定。（系統容量 計約110万kW）

※ 浮体式の公募では売電価格は固定価格とし、事業性評価のみで選定。

【凡例】
●促進区域
●有望区域
●準備区域



（参考）再エネ海域利用法に基づく公募プロセスの全体像 8

＜ 「一般海域における占用公募制度の運用指針」に基づき公募占用指針を作成＞

評価基準 供給価格上限額

＜促進区域の指定＞

都道府県知事と学識経験者
への意見聴取

公募開始
（公募占用指針の公示）

公募占用指針の決定

第１段階 公募占用計画の審査（事務局で審査）

事業者から公募占用計画の提出

＜公募の実施＞

調達価格等算定委員会への意見聴取

第２段階 公募占用計画の評価

＜事業者選定＞

その他の事項
（参加資格等）

地域との調整、地域経済等への波及効果についての都道府県知事からの意見の参考聴取

第三者委員会における評価

【２か月～】
➢ 都道府県知事等へ意見聴

取をしながら、区域ごとの事
情等も考慮して公募占用指
針の案を作成。

【原則６か月】
➢ 公募に必要な期間は原則６カ月

【２か月～】
➢ 適合審査に必要な期間は２カ月程度

【３か月～】
➢ 評価に必要な期間は３カ月程度

国が行う
調査

（公募に当た
り必要な情報

の提供）

第17回洋上風力促進WG・洋上風力促進小委員会（2022年10月28日）資料１より抜粋



（参考）供給価格上限額の決定にあたっての方法 9

◼ これまでの着床式洋上風力発電の公募における供給価格上限額については、同時期における公募ごとに、以下の①～
④の方法で決定した。

① 商用案件の国内実績がない等のデータ制約をふまえ、国内外における着床式洋上風力発電の複数のコストモデル
事例や欧州における実績等を参照して資本費、運転維持費、設備利用率等を定式化したNEDO着床式洋上
風力発電コスト調査（注１）の算定式に、対象区域の平均的な自然条件等を代入。ただし、当該調査は、日本
における着床式洋上風力に関する環境が現在の欧州並みのインフラやサプライチェーンが構築された場合を想定し
て定式化したものであり、現状の内外価格差が考慮されていないことに加え、当該調査では、接続費のうち陸上変
電所より電力系統連系点側の部分や、IRR（注２）については、考慮されていない。

② ①で得られた資本費や運転維持費、撤去費を、現状の内外価格差をふまえて適正な水準となるように補正。

③ ①で考慮されていない、陸上変電所より電力系統連系点側の範囲の接続費について、接続検討回答において
電力会社が提示した接続費（洋上風力）の全国的な分布をふまえて、加味。

④ 適正なIRRを加味。

◼ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖及び千葉県銚子市沖における着床式洋上風力発電の公
募は事業者選定まで終了しているが、引き続き国内の商用案件のコスト実績データはなく、また、海域毎の自然条件等
の差異もあることから、引き続き、NEDO着床式洋上風力発電コスト調査の算定式を基礎とした上記①～④の方法に
基づき、前回の競争的な公募結果等も勘案しつつ供給価格上限額を決定することとしてはどうか。

◼ その際、前回活用したNEDO着床式洋上風力コスト調査は、2019年度に、国内外における着床式洋上風力発電の複
数のコストモデル事例や欧州の実績等を参照して設定したものであることから、今回は欧州の最新情報を基に更新したも
のを活用する。

◼ また、今回の対象区域のうち、長崎県西海市江島沖だけは、岩盤地盤であるため、他区域と異なる設置の形態・施工
法（ジャケット式）が見込まれる。今後の洋上風力発電の導入拡大に向けては、ジャケット式のコスト低減・導入拡大も
重要であることから、同海域については、供給価格上限額を他の区域と区別して設定することとしてはどうか。その上で、
ジャケット式についても、コスト低減と導入拡大を適切に促していく。

（注１）NEDOによる風力発電事業等導入支援事業/着床式洋上風力ウィンドファーム開発支援事業（洋上風力発電の発電コストに関する検討）

（注２）資金調達コストを念頭に置いた割引率を考慮しているものの、適正な利潤としてのIRRは考慮されていない。

第80回調達価格等算定委員会（2022年11月4日）資料１より抜粋



（参考）NEDO着床式洋上風力発電コスト調査 概要 10

◼ NEDO着床式洋上風力発電コスト調査は、国内外において着床式洋上風力発電事業の発電コスト等を計算した事例
を整理し、その結果を基に、日本の海域条件に適用可能性が高くなるよう、水深、離岸距離及び風速等の条件をパラ
メーターとした発電コストが算出可能な前提条件及び計算式を整理したもの。

◼ 2022年度の調査では、12MW級の着床式洋上風力発電設備を想定した発電コストモデルを構築。2024年度の調査
では、大型化する風車や大規模化するプロジェクトのデータが蓄積されていること等をふまえて、欧州の最新の情報を基に
15MW級の着床式洋上風力発電設備等を想定した発電コストモデルに更新。

◼ 今回の更新内容についても、2019・2022年度の調査と同様、工学や金融など各分野の有識者で構成される委員会を
開催し、各有識者がそれぞれの専門的知見から着床式洋上風力の発電コストモデルについて検討を行うとともに、専門家へ
のヒアリングや、発電コストモデルと欧州の着床式洋上風力プロジェクトの実績値と比較し妥当性を確認している。

◼ なお、日本における着床式洋上風力の導入実績は乏しいため、将来の日本における着床式洋上風力に関する環境が現
在の欧州並みのインフラやサプライチェーンが構築された場合を想定しているものであり、例えば国内外での価格差等は考
慮されていない。

＜有識者で構成される委員会 委員名簿＞＜発電コストモデル 概略図＞

発電コストモデル対象範囲
コストに含める対象範囲

氏名 専門分野 所属

永尾 徹 風車工学
足利大学 総合研究センター
特任教授【委員長】

池谷 毅
沿岸海洋

工学
東京海洋大学 
海洋資源エネルギー学部門 教授

鈴木 英之
海洋システム

工学
東京大学 大学院工学系研究科
システム創成学専攻 教授

原田 文代 金融
株式会社日本政策投資銀行
常務執行役員

本田 明弘 風工学
青森公立大学 教授
／弘前大学 学長特別補佐



（参考）NEDO着床式洋上風力発電コスト調査 資本費概要 11

◼ 資本費は、着床式洋上風力の発電コストを計算した事例や欧州の実績等をふまえて定式化された諸項目から構成される。

◼ 工事費は日本海域ごとの施工期間を踏まえたものとしている。一方で、資本費全体として、日本における着床式洋上風力
の実績の蓄積がないことから、内外価格差は考慮されていない。また、接続費のうち、風車から陸上変電所までの範囲を除
く部分については考慮されていない。

◼ 今回の更新では、欧州の最新の情報を基に、資材価格や、出力や重量に対する風車・基礎設備費用の比率や、ジャケッ
ト式基礎の算定方法、施工日数等を更新。

※ジャケット式については2022年度調査の段階ではデータが少なかったため、基礎構造物設備費を、モノパイル式を想定して算出した費用に対して地盤
条件補正項に基づく補正を行う方式で算出していた。今回の更新では、ジャケット式の基礎構造物設備費についても、欧州の最新のデータをもとに、
回帰分析を基に定式化。

＜資本費の構成と諸項目の概要＞

項目 概要

風力発電機設備費 風力発電設備の費用は当該設備の出力に比例するものと仮定。

基礎構造物設備費 基礎構造物の設備費は重量に比例するものと仮定。

アレイケーブル設備費 洋上風力発電設備の配置を正方形格子等間隔とした場合のアレイケーブルの長さを想定。

送電ケーブル設備費 事故等の発生時の冗長性確保のため、送電ケーブルを2本敷設する場合を想定。

変電所設備費 陸上発電所設備の費用を想定。

工事費

工事費＝基礎工事費＋風車工事費＋ケーブル工事費＋洋上変電所工事費＋その他施工費

洋上における工事は、気象や海象の影響を受けるため、風速や波高によって施工日数が限られる。
施工日数が施工期間（1年／船舶供用係数と想定）を過ぎた場合、次年度以降に引き続き工事を実施するものと想定。

港湾費 工事等で港湾を使用する際に係る費用。英国の事例等を踏まえ当該設備の出力に比例するものと想定。

設計・調査費 英国の事例等を踏まえ、資本費の５％と想定。



（参考）NEDO着床式洋上風力発電コスト調査 運転維持費等 12

（運転維持費）

◼ 運転維持費は、着床式洋上風力発電の導入が進み、着床式洋上風力発電に関するインフラやサプライチェーンが比較的
整っている欧州の実績を踏まえ、離岸距離や船舶供用係数から必要保守日数・作業員数・CTV船数等を算出する方式
に更新。

（※）2022年の調査時点では、欧州の実績をふまえた一定値（0.97万円/kW/年）を想定していた。

◼ なお、着床式洋上風力発電の導入拡大によりインフラやサプライチェーンの形成やメンテナンス技術の向上等によって、欧州で
は年を追うにつれて運転維持費が低下している傾向にあると考えられることに留意が必要である。

（撤去費）

◼ 撤去費については、国際的な認証機関であるDNV-GLの試算によると施工費（NEDO着床式洋上風力発電コスト調査
では工事費）の約60～70％であることをふまえて、工事費の70％を想定している。

（※）撤去費については、2022年の調査時点と最新の情報が大きく変わらないことから、2022年度の発電コストモデルと同様。



（参考）NEDO着床式洋上風力発電コスト調査 設備利用率 13

（設備利用率）

◼ 設備利用率は、着床式洋上風力発電設備の稼働率、送電損失及びウェイク損失などの各種損失を加味した年間推定
発電量を用いて機械的に算出されるもの。

◼ 2022年度の調査では、12MW級の着床式洋上風力発電設備を想定した風車のパワーカーブを利用していたが、今回、
風車規模ごとに想定する風車のパワーカーブを設定。

項目 数値[％] 備考

稼働率 95.0 欧州のデータなどを参考に決定

送電損失 3.0 100km当たりの送電損失

ウェイク損失 10.0 
風上の風車によって生じる速度欠損による損
失（WAsPによる計算及び欧州のデータを参考

に決定）

その他 3.0 
高風速時のヒステリシス損失（※）、所内
使用電力などを考慮し仮定

＜各種損失一覧＞

※高風速時のヒステリシス損失とは、高風速時に風車が停止したのち、風速が低下し再度発電状態になる
 までにタイムラグが生じ損失する発電量。

＜設備利用率の算出方法＞

×
各種損失
を考慮し
た効率

年間推定発電量
（各種損失考慮無し）

ワイブル分布、パワーカーブ及び年間時間の積（※）

発電設備の容量×年間時間

➢ 設備利用率は、風車のハブ高にも依存する年間平均風速で変化する。

※ワイブル分布とは、年間平均風速から風速出現率を推定する一般的な確率分布。
 ここでの年間時間は、閏年を考慮した8766時間としている。
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項目 代入する数値 考え方等

出力

風車１基：12MW
ウィンドファーム全体：

528MW
（12MW × 44基）

• 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖及び千葉県銚子市沖における着床式洋上風力発電の公募における事業計画で想
定されている風車の定格出力等をふまえ、12MW級の風車を想定。

• また、今回対象の２区域について提供のあった系統（２者以上から提供があった場合は事業者毎の系統容量が大きい方）（青森県沖日本
海(南側) ：60.0万kW、山形県遊佐町沖：45.0万kW）の２区域単純平均約528MW（12MW基単位で最も近い値に近似）を代入。

• なお、第2ラウンドの公募における供給価格上限の設定にあたっては、秋田県八峰町・能代市沖：356MW、秋田県男鹿市・潟上市・秋田市
沖：336MW、新潟県村上市・胎内市沖：700MW、長崎県西海市江島沖：424MWの４区域単純平均約456MW（12MW基単位で
最も近い値に近似）を利用。

ハブ高 140 m • 12MW級の一般的なハブ高。

年平均
風速

8.07 m/s

• 今回対象の２区域の平均風速（ハブ高140m想定）（青森県沖日本海(南側) ：8.31m/s、山形県遊佐町沖：7.82m/s）の単純平
均を代入。

• なお、第2ラウンドの公募の対象となった４区域の平均風速単純平均（ハブ高140ｍ想定）は7.42m/s（秋田県八峰町・能代市沖：
7.70m/s、秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖：7.42m/s、新潟県村上市・胎内市沖：6.84m/s、長崎県西海市江島沖：7.72m/s）。

水深 23.3 m

• 今回対象の２区域の水深（青森県沖日本海(南側) ：0～52m、山形県遊佐町沖：0～41m）の最大と最小の単純平均を代入。

• なお、第2ラウンドの公募の対象となった４区域の水深の最大と最小の単純平均（秋田県八峰町・能代市沖：0～32m、秋田県男鹿市・潟
上市・秋田市沖：0～29m、新潟県村上市・胎内市沖：0～45m、長崎県西海市江島沖：0～48m）の４区域単純平均は19.3m。

離岸距離 5.9 km

• 今回対象の２区域の離岸距離の最大（青森県沖日本海(南側) ：6.5km、山形県遊佐町沖：5.2km）の単純平均を代入。

• なお、第2ラウンドの公募の対象となった４区域（秋田県八峰町・能代市沖：4.0km、秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖：4.6km、新潟県
村上市・胎内市沖：5.5km、長崎県西海市江島沖：4.4km）の４区域単純平均は4.6km。

船舶供用
係数

2.25

• 海域毎の工事日数の違いは海域における風速や波高による輸送及び施工に係る日数の違いを表す係数。

• NEDO着床式洋上風力発電コスト調査に基づき、今回対象の２区域の船舶共用係数（青森県沖日本海(南側) ：2.25、山形県遊佐町
沖：2.25）の単純平均を代入。

• なお、第2ラウンドの公募の対象となった４区域（秋田県八峰町・能代市沖：2.25、秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖：2.25、新潟県村
上市・胎内市沖：2.05、長崎県西海市江島沖：1.65）の単純平均は2.05。

供給価格上限額：①各算定式に代入する自然条件等

注）なお、算定式では、資金調達コストを念頭に置いた割引率３％は考慮されているが、適正な利潤としてのIRRは考慮されていない。

◼ これまでと同様、以下のとおり、今回、対象となる２区域の自然条件等を示す値の平均値を代入することとしてはどうか。

※全区域で、アレイケーブル容量は33kV、送電ケーブル容量は66kV、拠点港までの距離は50kmとして代入。

第89回調達価格等算定委員会（2023年11月14日）資料１より抜粋



15供給価格上限額：②内外価格差（資本費・運転維持費・撤去費）

◼ 秋田県能代市・三種町・男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖及び千葉県銚子市沖における着床式洋上風力発電の公募に
ついては、競争的な公募結果であったものの、国内の商用案件のコスト実績データは少なく、また、海域毎の自然条件等
の差異もあることから、こうした競争的な公募結果も念頭に置きつつ、関連するデータを参照し、内外価格差を考慮してはど
うか。

◼ 具体的には、これまでと同様に、発電設備や事業者の類似性が一定程度ある陸上風力発電にかかる価格差を参考にする
ということも考えられるが、一方で、欧州ほどに洋上風力発電に係るインフラ・サプライチェーンが構築されていない台湾や米
国といった日本と比較的、類似の状況にある国においても、落札案件の運転開始に向けたプロセスの進捗が見られることか
ら、こうした国の着床式洋上風力発電のコストデータを参考にすることも考えられる。

◼ 具体的には、民間の調査会社のデータに基づくと、欧州諸国と、欧州諸国ほどに洋上風力発電に係るインフラ・サプライ
チェーンが構築されていない台湾・米国における、直近の着床式洋上風力発電の大規模・商用プロジェクトの資本費を比
較すると、約1.36倍の差異が見られた。こうした点や、運転維持費や撤去費では、インフラ・サプライチェーンの差異に基づ
く内外価格差が資本費より小さいことが考えられることをふまえて、資本費・運転維持費・撤去費のいずれも、1.36倍の内
外価格差を考慮することとしてはどうか。

対象
資本費
CAPEX

台湾・米国における着床式洋上風力発電プロジェクトの資本費 6.91 $m/MW

欧州諸国における着床式洋上風力発電プロジェクトの資本費 5.07 $m/MW

価格差（台湾・米国／欧州諸国） 1.36 倍

出典：BloombergNEF 1H 2022 Offshore Wind Market Outlookに基づき資源エネルギー庁作成

※2020年以降の1MW以上の案件のCAPEXデータを参照。

第89回調達価格等算定委員会（2023年11月14日）資料１より抜粋



（1）国内の動向：定期報告データ

◼ 洋上風力発電について、以下のとおり資本費、運転維持費の定期報告データおよび設備利用率のデータを得られた。

◼ 資本費の定期報告データは6件得られた。そのうち実証機2件の平均値は205.6万円/kWであり、想定値
（56.5万円/kW）を上回った。商用機4件の平均値は77.9万円/kWであり、想定値を上回ったものの、実証
機の平均値を大きく下回った。

◼ 運転維持費の定期報告データは3件得られた。そのうち実証機は1件で5.1万円/kW/年であり、想定値（2.25
万円/kW/年）を上回った。商用機2件の平均値は2.8万円/kW/年であり、想定値（2.25万円/kW/年）
をやや上回った。

◼ また、設備利用率のデータは4件で平均値は28.3%であり、想定値（30.0％）をやや下回った。

16



（２）世界の動向：世界における洋上風力発電のLCOEの推移 17

◼ 民間調査機関のデータによると、世界の洋上風力発電では大幅なコスト低減が進んでおり、洋上風力の調達価格を設定した2014
年度から直近までの約９年間で、ドルベース▲69%減、円ベース▲59％減となっている。

＜世界における洋上風力発電のLCOEの推移＞

（円/kWh）

出典：BloombergNEFのデータ（2H 2023 LCOE: Data Viewer Tool）を基に資源エネルギー庁作成。為替レートはEnergy Project Valuation Model (EPVAL 9.2.8)から各年の値を使用。

※ 1H：上半期 2H：下半期 ※ 着床式洋上風力発電も浮体式洋上風力発電も含む。
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第92回調達価格等算定委員会（2024年1月16日）資料１より抜粋



18（２）世界の動向：風車規模と風速・設備利用率の関係

◼ 国際機関の報告書によると、世界の洋上風力発電設備の規模は大型化の傾向にある。１基当たり出力について、
2000年代には2MW級であったが、現在は10MW級以上の発電設備も多く存在している。

◼ 洋上風力発電設備の規模の大型化によってハブ高も高くなっており、理論的に高度が高ければ高いほど風速も増大
することから、設備利用率も向上すると考えられる。

◼ なお、日本の着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）においても、北九州港内のプロジェクトでは１基
当たり9.6MWの風車導入を予定するなど、大型化の傾向が見られる。

出典：FUTURE OF WIND Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects （IRENA）

＜着床式洋上風力発電設備の風車規模の推移＞

ハブ高80mの場合
（2MW級の一般的なハブ高）

ハブ高100mの場合
（10MW級の一般的なハブ高）

＜風速の鉛直分布＞

出典：日本型風力発電ガイドライン
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）



◼ 入札制の趣旨は、事業者間の競争によるコスト低減を促し、費用効率的な水準での事業実施を実現していくこと

にあり、2019年４月の再エネ海域利用法の施行等により、我が国においても市場競争が加速している。

※ なお、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）の公募においては、ゼロプレミアム水準での落札が多数なされているほか、ゼロプレミアム
水準以外の案件についても、11.99円/kWh、13.26円/kWh、16.49円/kWh、22.18円/kWhで事業者が選定されており、2019年度までの着
床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の調達価格（36円/kWh）からコスト低下が進んでいる。

◼ なお、促進区域における公募と今回の着床式洋上風力（再エネ海域利用法適用外）の入札には相違点もある。

➢ 例えば、促進区域における公募は、今回の着床式洋上風力（再エネ海域利用法適用外）の入札と比較し、
30年間の占用許可を受けて事業を実施可能であるなど、事業の安定性や予見可能性が高い。

➢ 一方、再エネ海域利用法適用外の入札は、特定の海域を念頭に置いた入札ではない。

◼ 世界の着床式洋上風力発電について、資材価格の一時的な高騰等により、足元では風力発電コストの上昇が確
認されているものの、長期では規模の大型化等による効率化・大幅なコスト低減が進んでいる。同様に、我が国に
おける着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外・適用対象含む）においても大型化の傾向がみられる。

◼ これらを踏まえると、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）については、最新のコストデータも踏ま
えつつ、再エネ特措法に基づき費用効率的な事業実施を促していく観点から、大型化の傾向等を勘案することで
費用効率的な事業実施に照準を合わせ、特定の海域を念頭に置くことなく、調達価格/基準価格や上限価格を
設定するべきではないか。

◼ 上記の点もふまえ、着床式洋上風力第３回入札の上限価格として、どのような水準が適切か。

19（３）着床式洋上風力第３回入札の上限価格の設定方法について（案）



１．着床式洋上風力（再エネ海域利用法適用外）
第２回入札の上限価格について

２．バイオマス第７回入札の上限価格について
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バイオマス

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

実施時期
2018年度

下期
2019年度

下期
2020年度

下期
2021年度

下期
2022年度

下期
2023年度

下期
2024年度

下期

入札対象
一般木材等：10,000kW以上

液体燃料：全規模

募集容量
一般木材等：

180MW
液体燃料：

20MW
120MW 120MW 120MW 120MW 120MW

30MW
※一定の条件下

で拡大

上限価格
20.6円/kWh
（事前非公表）

19.6円/kWh
（事前非公表）

19.6円/kWh
事前非公表

18.5円/kWh
事前非公表

18.0円/kWh
事前非公表

17.8円/kWh
事前非公表

事前非公表

入札参加申込容量
（件数）

※入札参加者の最大
出力

264MW (7件)
※100MW

169MW (26
件)

※47MW

101MW (20件)
※39MW

319MW (7件)
※112MW

129MW (3件)
※75MW

0MW（0件） 0MW（0件）

参加資格を得た容量
（件数）

95MW (4件) 11MW (5件) 6MW (4件) 164MW (3件) 129MW (3件) 0MW（0件） 0MW（0件）

入札容量（件数） 35MW (1件) 2MW (1件) 4MW (3件) 2MW (1件) 54MW (2件) 0MW（0件） 0MW（0件）

平均入札価格
19.60円
/kWh

23.90円
/kWh

20.55円/kWh 18.50円/kWh 18.53円/kWh - -

落札容量（件数） 35MW (1件) 0MW (0件) 0MW (0件) 2MW (1件) 51MW (1件) - -

落札価格

19.60円
/kWh

（第2次保証
金を納付せず

辞退）

- - 18.50円/kWh 18.50円/kWh - -

調達価格決定方法 応札額を調達価格として採用（pay as bid 方式）

（１）これまでの入札結果：バイオマス（一般木材等・液体燃料）

◼ 10,000kW以上の一般木材等バイオマス、全規模のバイオマス液体燃料は、2018年度より入札制に移行した。



0

5

10

15

20

25

30

日本 (円/kWh) ドイツ (円/kWh）

フランス (円/kWh) イタリア (円/kWh)

スペイン (円/kWh)

0

200

400

600

800

1000

1200

メタン発酵ガス 未利用材 一般木材等・液体燃料

建設資材廃棄物 一般廃棄物・その他

◼ バイオマス発電については、FIT制度開始前の導入量と2024年3月時点のFIT・FIP認定量を合わせた容量は、バイ
オマス発電全体で1,070万kWとなっており、エネルギーミックスの水準（800万kW）を超えている。

◼ なお、2024年度の買取価格は、入札対象外の一般木材等（10,000kW未満）では24円/kWhであり、また一
般木材等（10,000kW以上）は入札対象となっているが、海外では、大規模な一般木材等バイオマスは、支援
対象でない場合が多い。

（参考）バイオマス発電のFIT・FIP認定量・導入量・買取価格 22

＜バイオマス発電のFIT・FIP認定量・導入量＞

※ 失効分（2024年3月末時点）を反映済。

※ バイオマス比率考慮済。

（万kW）

FIT前導入量
230万kW

800万kW

FIT前+FIT認定量
1070万kW

導入量
750万kW

20万kW

80万kW

660万kW

20万kW
70万kW

390万kW

60万kW

50万kW
10万kW

10万kW

FIT導入前 2024年3月 ミックス

＜バイオマス発電（5,000kW、ペレット使用）の各国の買取価格＞

※資源エネルギー庁作成。1ユーロ＝120円、1ポンド＝150円で換算。
 欧州（イタリアを除く。）の価格は運転開始年である。イギリスはFIT制度では支援対象外。
 入札対象電源となっている場合、落札価格の加重平均である。
フランス・ドイツは技術等により価格が異なるが、最も安い場合の価格を採用した。

（円/kWh）

24.0円



（参考）諸外国におけるバイオマス発電の支援状況

◼ 諸外国では、容量や燃料種、設備形態によって支援対象を一部に限っており、大規模な一般木材等区分は支援
対象ではない国も存在する。

23

＜諸外国におけるバイオマス発電の支援状況＞

イギリス（2024年9月時点）

バイオマス 5 MW超 【バイオマス専用燃焼(熱電併給)、
高度変換技術】
CfD入札

バイオガス 5 MW以下 【嫌気性消化】
売電価格保証※の支援制度

5 MW超 【嫌気性消化】
CfD入札

ドイツ（2024年9月時点）

バイオマス 150 kW以下 FIT（既存発電設備は対象外）

150 kW～20MW FIP入札

バイオガス 500 kW以下 FIT

500 kW～20 MW

イタリア（2024年9月時点）

※2024年8月FER2施行

バイオマス・
バイオガス

300 kW以下 FIT

300 kW超 CfD

フランス（2024年9月時点）

バイオマス 50 MW未満 FIT/FIP
入札50 MW～100 MW（高効率コージェネレー

ションまたは高エネルギー効率）

100 MW超（高効率コージェネレーション
または36%以上の電気効率の電気設備）

バイオガス 500 kW未満（フランス都市部圏内） FIT

12 MW以下
（フランス都市部ネットワーク非接続）

500 kW～12 MW（フランス都市部圏内） FIP入札

注：スペインはバイオマス入札よる支援制度を継続しており、2021年、2023年及び2025年に入札容量が割り当てられている。2022年の入札ではバイオマスの落札があった。

※ 2020年1 月より一定規模以上の小売事業者に対して、系統供給電力に対する「売電価
格」の提示を義務付け（SEG 制度）

（出典）各種公表資料より作成 

※ FER2のFIT制度は、2026年1月1日より200kWに引き下げられる。
※ DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199により、 1MW未満の設備について

はFITによる支援制度、1MW以上の設備については、入札が2024年9月現在も有効である。
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（４）国内の動向：資本費 24

0

10

20

30

40

50

60

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

（万円/kW）

（kW）

入札制移行前（2017年度）の
想定値（41万円/kW/年）

◼ 一般木材等（10,000kW以上）及びバイオマス液体燃料の資本費のコストデータは62件。

◼ 平均値 40.3万円/kW、中央値 41.6万円/kWであり、入札制移行前（2017年度）の調達価格の想定値
（41万円/kW）と同水準である。

＜一般木材等（10,000kW以上）、バイオマス液体燃料の資本費＞

（万円/kW）

入札制移行前（2017年度）の
調達価格の想定値（41万円/kW）

※グラフから10,000kW未満の液体燃料設備データ及び
著しく高額な資本費データを捨象

※著しく高額な資本費データを捨象



（４）国内の動向：運転維持費 25
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入札制移行前（2017年度）の
調達価格の想定値（2.7万円/kW/年）

◼ 一般木材等（10,000kW以上）及びバイオマス液体燃料の運転維持費のコストデータは60件。

◼ 平均値3.1万円/kW/年、中央値2.6万円/kW/年であり、入札制移行前（2017年度）の調達価格の想
定値（2.7万円/kW/年）と同水準である。

＜一般木材等（10,000kW以上）、バイオマス液体燃料の運転維持費＞

※10,000kW未満の液体燃料設備データを捨象



（４）国内の動向：設備利用率 26
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◼ 一般木材等（10,000kW以上）及びバイオマス液体燃料の設備利用率は、平均値68.4％、中央値74.3％
であり、一般木材等区分の想定値（78.1%）をやや下回る。

＜一般木材等（10,000kW以上）、バイオマス液体燃料の設備利用率＞

※グラフから10,000kW未満の液体燃料設備データを捨象 ※分析対象から著しく設備利用率が低い設備データを除外

入札制移行前（2017年度）の
調達価格の想定値（78.1％）



（４）国内の動向：燃料費 27
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（分析年）

実績平均値（熱量ベース） 想定値（熱量ベース）
（参考）

実績設備利用率

一般木材等

ペレット

1,089円/GJ（289件）
※ペレット、チップ、PKS以外も含む

1,484円/GJ（74件）

750円/GJ

66.5%

チップ 757円/GJ（129件） 56.8%

PKS 1,327円/GJ（63件） 70.5%

◼ 一般木材等の燃料費のコストデータは289件。燃料種によってばらつきがあるものの、平均値は1,089円/GJ、中
央値は1,068円/GJとなり、想定値（750円/GJ）を上回る。

◼ 2018年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の燃料費のコストデータは4件。平均値は3,026円/GJ、
中央値は2,328円/GJであった。

＜燃料費の推移＞



（５）バイオマス第７回入札の上限価格の設定方法について（案）

◼ バイオマス入札については、これまで６回を実施。入札制移行前（2017年度）と比較し、第４回入札の落札価
格は2.5円/kWh（21円/kWh⇒18.50円/kWh）低減。

◼ 前回の第６回入札は17.80円/kWhを上限価格としたところ、入札数は０件であった。

◼ 他方、一般木材等バイオマス・バイオマス液体燃料については、2016年から2017年にかけてFIT認定が急増。当
該区分において約660万kWのFIT認定量が存在しており、市場が拡大する中でのコスト低減の可能性もある。

◼ 事業者間の競争によるコスト低減を促し、費用効率的な水準での事業実施を実現するという入札制の趣旨を踏
まえると、これまでの入札結果や直近の市場の競争状況を反映させることが重要である。上記を踏まえつつ、競争性
を確保してコスト低減につなげるためには、どのような上限価格の設定によって効率的な事業が誘導されるか。

28
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